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厚生労働省労働基準局長
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「労働J安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による

健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について（協力依頼）

労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 28条第3項において、

厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労

働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防

止するための指針を公表することとされており、これまでに2 アミノ 4ークロロフェノール

等 34物質が定められ、労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学

物質による健康障害を防止するための指針（平成24年 10月 10日付け健康障害を防止するための

指針公示第 23号。以下「がん原性指針」という。）が公表されております。

今般、日本ノ〈イオアッセイ研究センターにおいて4ーターシャリ ブチルカテコール他2物質

について晴乳動物を用いた長期毒性試験を実施し、これについて厚生労働省労働基準局長が専門

家を参集して開催した「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」において検討

されました。その結果、これらの物質について実験動物にがんを引き起こすことが確認され、ヒ

トに対するがん原性は現在確定していないが、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、

がんを生ずる可能性が否定できないことから、がん原性指針により健康障害防止措置について指

導を行うことが適当との結論が得られたところです。このため、厚生労働省労働基準局長が開催

した「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、この物質について健

康障害を防止するための対策について検討がなされ、がん原性指針に規定した措置と同様の措置

を講じることが必要であると結論づけられました。

また、特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号）において、エチルベンゼンの

塗装業務について発がん性に着目した健康障害防止措置を義務付けているところですが、がん原

性指針においても、法令により規制の対象とされなかった業務のうち、所要の措置を講じる必要

がある業務について、「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学

物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針（平成 28年3月 31日付け健康

障害を防止するための指針公示第 26号）（以下「指針公示第 26号」という。）」を別添1のとおり



策定し、向日付け官報に公示したところです。これによりがん原性指針がjjlj添2の新旧対照表の

とおり改正され、改正後のがん原性指針（以下「改正指針Jという。）は別添3のとおりとなりま

す。

つきましては、貴団体におかれましでも、改正指針の趣旨を御理解いただき、改正指針及び下

記の留意事項について傘下会員に対する周知を図られますとともに、これらの化学物質による健

康障害の防止対策が適切に行われるようお願い申し上げます。

なお、従来発出した指針の施行通達においては、指針の全般的事項及び改正事項の両方を示し

てきたところですが、本通達以降、指針の改Eに当たっては改正事項のみを示すこととし、指針

の全般的事項についてはこれまでに発出した各通達の内答を取りまとめた上で別途通達を発出す

ることとしましたので、併せて御了知ください。

記

第1 改正指針に追加された対象物質等及びそれらに係る改正指針に基づき講ずべき措置に関す

る留意事項

改正指針の対象物質は、これまでがん原性指針が定められていた2ーアミノ 4 クロロフ

ェノール等 34物質に加え、法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質と

して追加された以下の4物質（カッコ内は CAS登録番号を示す。以下これらを「エチルベンゼ

ンほか3物質」という。）である。

・エチノレベンゼン (loo41 4) 

. 4 ターシャリ ブチノレカテコーノレ（9829-3) 

－多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるも

のとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）

・メタクリル酸2, 3 エポキシプロヒ。ル (10691 2) 

多層カーボンナノチューブのうち、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの

あるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものは、 H南乳動物を用いた長期毒性試験で発

がん性が縫認された、株式会社物産ナノテク研究所、ナノカーボンテクノロジーズ株式会社又

は保土谷化学工業株式会社が製造した、 MWNT-7 （ナノサイズ（直径で概ね IOOnm以下）のもの

に限る。以下同じ。）及びNT7Kであること。

これにより、 MWNT 7又は NT7K及びこれらを 1%を超えて含有する物（以下「MWNT7等」

という。）について改正指針に基づく措置が必要となるが、 MWNT-7又は NT7Kをナノサイズ（直

径で概ね IOOnm以下）を超える粒径に造粒したもの又はこれらが樹脂等の固体に練り込まれて

いる状態のもの等を取り扱う場合て、あって労働者が M剛Tー7又は NT-7Kにばく露するおそれが

ないときは、改正指針に基づく措置を要しないこと。ただし、当該造粒品や固体等を粉砕する

等により労働者に MWNT-7又は NTー7Kへのばく露のおそれがある業務については、改正指針に

基づく措置が必要となること。



エチルベンゼンについては、ガソリン等の燃料油にも含有されているが、リスク評価の結果、

給油等の業務はばく露リスクが低いとされたことから、「ガソリンスタンド等における取扱業務」

については、改正指針に基づく措置の対象業務には含まれないこと。ただし、エチルベンゼン

に係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、法により義務とされていることから、

当該業務においても、改正指針7 ( 1）に示した措置を講じなければならないこと。

エチルベンゼンほか3物質について適用される措置は、エチルベンゼ、ンにあっては、改正指

針 3 ( 3）、 4 ( 2）、 5、6及び7 ( 1）、 4ーターシャリーフ、チルカテコール及び M附T-7等

にあっては、 3 (4）、 4 (3）、 5、日及び7 (3）、メタクリル酸2, 3ーエポキシプロヒロル

にあっては、 3 (4）、 5、6及び7 ( 3）であること。

第2 参考資料

1 物理化学的性質について

エチルベンゼン及びメタクリザ酸2' 3 エポキ、ンプロヒ。ルに係る物理化学的性質等の情

報については、「職場のあんぜんサイト」の GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報を参照さ

れたい。

2 作業環境測定について

改正指針によりがん原性指針の対象に追加されたエチルベンゼン、 MWNT-7等及び4ーター

シャリーブチルカテコールに関する作業環境測定の方法及び測定結果の評価に用いる指標

（管理濃度等）については、関係者の利便性の向上のため、エチルベンゼン、 MWNT-7等及び

4ーターシャリーブチルカテコールを含めたがん原性指針対象物質について取りまとめた上

で、日Jj途発出する予定のがん原性指針の全般的事項について示す通達に参考資料として示す

予定であること。

第3 関係通達の改正

「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて（平成 17年3月 31日

付け基発第 0331017号）」の別表第2を別紙のとおり改正することとしたこと。

第4 その他

MWNT 7等を含むナノマテリアルについては、改正指針による措置に加え、「ナノマテリアル

に対するばく露防止のための予防的対応について（平成21年3月31日付け基発第0331013号）」

によるばく露防止対策等が必要であることに留意すること。



亡霊童ゴ

別表第2 労働者の健康障害を防止するために厚生労働大臣が指針を公表した化学物質

に係る試料採取方法及び分析方法

物の種類 試料採取方法 分析方法

1 2ーアミノ－ 4ークロ ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分

ロフェノール 析方法

2 アントラセン フィノレター及び捕集管を組 高速液体クロマトグラフ分

み合わせた相補型のろ過捕 析方法又はガスクロマトグ

集方法 ラフ分析方法

3 エチノレベンゼン 国体捕集方法又は直接捕集 ガスクロマトグラフ分析方

方法 法

4 2, 3 エポキシ－ 1国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

ープロノ号ノーノレ 法又は高速液体クロマトグ

ラフ分析方法

5 温化アリノレ 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

法

6 オルトーフェニレンジ ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分

アミン及びその塩 祈方法

7 キノリン及びその塩 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

法

8 1ークロロー 2ーニト 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

ロベνゼン 法

9 クロロホノレム 液体捕集方法、国体捕集方 1 液体捕集方法にあって
法又は直接捕集方法 は、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接

捕集方法にあっては、ガ

スクロマトグラフ分析方

f去

1 0 酢駿ピニノレ 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

法



1 1 四塩化炭素 液体捕集方法又は固体捕集 1 液体捕集方法にあって
方法 は、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法にあって
は、ガスクロマトグラフ

分析方法

1 2 l, 4 ジオキサン 国体捕集方法又は直接捕集 ガスクロマトグラフ分析方
方法、 法

1 3 1 , 2ージクロロエ 液体捕集方法、固体捕集方 1 液体捕集方法にあって
タン（別名二塩化エチレ 法又は直接捕集方法 は、吸光光度分析方法
ン） 2 国体捕集方法又は直接

捕集方法にあっては、ガ
スグロマトグラフ分析方

法

1 4 l, 4ージクロロー 国体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分
2ーニトロベンゼン 析方法

1 5 2, 4.ージクロロー 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方
1ーニトロベンゼン 法

1 6 1 ' 2ージクロロプ 間体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方
ロノ号ン 法

1 7 ジクロロメタン（別 固体捕集方法又は直接捕集 ガスクロマトグラフ分析方
名二塩化メチレン） 方法 法

1 8 N, Nージメチノレア 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

セトアミド 法

1 9 ジメチルー2, 2ー 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方
ジクロロピニノレホスフェ 法
イト（別名DDVP) 

20 N, Nージメチノレホ 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

ノレムアミド 法

2 1 スチレン 液体捕集方法、固体捕集方 1 液体捕集方法にあって

法又は直接捕集方法 は、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接

捕集方法にあっては、ガ

スクロマトグラフ分析方

法



2 2 4ーターシャリーブ フィルタ｝及び捕集管を組 高速液体クロマトグラフ分

F チノレカテコーノレ み合わせた相補型のろ過捕 析方法

集方法

2 3 多層カーボンナノチ ろ過捕集方法 炭素分析法又は高速液体ク

ューブ（がんその他の重 ロマトグラフ分析方法

度の健康障害を労働者に

生ずるおそれのあるもの
として厚生労働省労働基
準局長が定めるものに限

る。）

24 1' 1' 2, 2ーテ 液体捕集方法又は固体捕集 1 液体捕集方法にあって

トラクロロエタン（男Jj名 方法 は、吸光光度分析方法

四塩化アセチレン） 2 国体捕集方法にあって

は、ガスクロマトグラフ
分析方法

2 5 テトラクロロエチレ 国体捕集方法又は直接捕集 ガスクロマトグラフ分析方
ン ()51J名パークロノレエチ 方法 f去
レン）

2 6 1' 1' 1ートリク 液体捕集方法、固体捕集方 i 液体捕集方法にあって
ロノレエタン 法又は直接捕集方法 は、吸光光度分析方法

" 固体捕集方法又は直接2 

捕集方法にあっては、ガ

スクロマトグラフ分析方

法

2 7 トリクロロエチレン 液体捕集方法、固体捕集方 1 液体捕集方法にあって
法又は直接捕集方法 は、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接

捕集方法にあっては、ガ

スクロマトグラフ分析方

法

2 8 ノルマルーブチルー 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方
2, 3ーエポキシプロピ 法
ルエーテル

2 9 パラ ジクロノレベン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方
ゼン 法



3 0 パラーニトロアニソ 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方
｝ノレ 法

3 1 ノ4ラーニトロクロノレ 液体捕集方法又は国体捕集 1 液体捕集方法にあって
ベンゼン 方法 は、吸光光度分析方法又

はガスクロマトグラフ分
祈方法

2 国体捕集方法にあって
は、ガスクロマトグラフ
分析方法

3 2 ヒドラジン及びその 国体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分

塩並びに一水和物 析方法

3 3 ビフェニル 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

法

34 2ーブ‘テナーノレ 国体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分
析方法

3 5 1－ブロモ－ 3－ク 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方

ロロプロパン 法

3 6 1ーブロモブタン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ質量分
析方法

3 7 メチノレイソフ守チノレケ 液体捕集方法、固体捕集方 1 液体捕集方法にあって

トジ 法又は直接捕集方法 は、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接

捕集方法にあっては、ガ
スクロマトグラフ分析方

法



労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大医が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

別添1

平成28年3月31日健康障害を防止するための指針公示第 26号

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣

が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針（平成24年健康障害を防

止するための指針公示第23号）の一部を次のように改正する。

2中「アントラセン（120-12-7）」の次に「、エチルベンゼン（100-41-4）」を、「スチレ

ン (100-42-5)Jの次に「、 4ーターシャリーブチノレカテコーノレ（98-29-3）、多層カーボン

ナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚

生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）」を、「 1ーブロモブタン（109-65-9）」の次

に「、メタクリル酸2, 3 エポキシプロピノレ（106-91-2）」を加える。

3中「クロロホルム、Jを「エチノレベンゼン、クロロホルム、Jに、「クロロホノレムほか 11

物質」を「エチルベンゼンほか 12物質」に、「「クロロホルム等J」を「「エチノレベンゼン等」」

に改め、「クロロホルム等有機溶剤j業務」の次に「、同号ロに規定するエチルベンゼン塗装

業務Jを加え、「クロロホノレム等のJを「エチノレベンゼン等のJIこ、「クロロホルム等を」

を「エチノレペンゼ、ン等を」に改める。

,c ( 2）中「クロロホルムほか 11物質」を「エチルベンゼンほか 12物質Jに改める。

4 ( 3）中「、対象物質」の次に「（メタクリノレ酸2, 3ーエポキシプロピノレを除く。）」

を加，え、「並びに 1ーブロモブタン」を「、多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度

の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるも

のに限る。）、 1ーブロモブタン並びにメタクリル酸2,3 エポキシプロヒりレ」に改める。

5 ( 1）中「クロロホルム等有機溶剤業務」の次に「、同号ロに規定するエチノレベンゼ

ン塗装業務Jを加える。



別添2

。労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針
新旧対照表

改正案

1 （略）

2 対象物質（CAS登録番号）
この指針において、対象物質（CAS登録番号）は、 2 アミノ

4ークロロフェノーノレ（95-85-2）、アントラセン（12泊ー12-7）』」三エ
ノレベンゼン（100-41-4）、 2' 3ーエポキシー 1ープロパノマル
(556-52-5）、塩化アリル（107-05-1）、オルト フェニレンジアミン

及びその塩（95-54-5ほか）、キノリン及びその塩（91-22-5ほか）、 1

クロロ 2 ニトロベンゼン（88ー73-3）、クロロホノレム（67-66-3）、
酢酸ピニル（108-05-4）、四塩化炭素（56-23-5）、 l, 4ージオキサ
ン（123-91・！）、 1' 2ージクロロエタン（別名二塩化エチレン）
( 107-06-2）、 l, 4 ジクロロ 2 ニトロベンゼン（89-61-2）、
2, 4ージクロロー 1ーニトロベンゼン（611-06-3）、 1' 2ージク
ロロプロパン（78-87"5）、ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）
( 75-09-2）、 N, N ジメチルアセトアミド（127-19-5）、ジメチル
2, 2 ジクロロピニJレホスフェイト（別名DD VP) (62-73-7）、

N, Nージメチノレホルムアミド（68-12必、スチレン（100-42-5）」
4ーターシャリーブチルカテコール（列－29-3）、多層カーボンナノチ
ューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある
ものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る内）、 1, 1, 

2ト 2 テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン） (79-3牛5）、
テトラクロロエチレン（別名パークロノレエチレン） ( 127-18-4）、 1' 

l, 1 トリクロ／レエタン（71-55-6）、トリクロロエチレン（79・01-6）、
ノルマルーブチルー 2,3ーエポキシプロピ／レエーテル（2426-0唱－6）、
パラ ジクロルベンゼン（ 106-46-7）、パラーニトロアニソール
( 100-17-4）、ノξラーニトロクロルベンゼン（100-00-5）、ヒドラジン

及びその塩並びにヒドラジンー水和物（302-01-2、7803-57-8ほか）、
ピフェニル（92-52-4）、 2ーブテナール（123-73-9、4170-30・3及び
15798-6牛8）、 1ーブロモ 3 クロロプロパン (109-70・6）、 1ーブ
ロモブタン（109-65-9）、メタクリル酸 2. 3ーエポキシプロピノレ

現行

1 （略）

2 対象物質（CAS登録番号）
この指針において、対象物質（CAS登録番号）は、 2 アミノ

4ークロロフェノール（95-85-2）、アントラセン（120-12-7）、 2• 
3ーエポキシー 1ープロパノーノレ（556-52”の、塩化アリル（107-05-1）、
オルト フェニレンジアミン及びその塩（95-54-5ほか）、キノリン
及びその塩（91-22-5ほか）、 1ークロロー 2ーニトロベンゼン
(88-73-3）、クロロホルム（67-66-3）、酢酸ピニノレ（108-05-4）、四塩

化炭素（56-23C5）、 1, 4ージオキサン（123-91-1）、 1. 2・ージク
ロロエタン（別名ニ塩化エチレン） ( 107-0ふ2）、 1, 4ージクロロ

2 ニトロベンゼン（89-61-2）、 2, 4ージクロロー 1ーニトロ
ベンゼン（611・06-3）、 1, 2ージクロロプロパン（78-87-5）、ジク
ロロメタン（別名二塩化メチレン） (75-09-2）、 N, Nージメチノレア
セトアミド（127-19-5）、ジメチルー 2. 2ージクロロピニ／レホスフ
ェイト（別名DD VP) (62-73-7）、 N, Nージメチノレホノレムアミド
( 68~12-2）、スチレン（100-42-5）、 1,1,2,2ーテトラクロロ

エタン（別名四塩化アセチレン） (79-34-5）、テトラクロロエチレン
（別名パークロルエチレン） ( 127-18-4）、 1' 1. 1ートリクロル

エタン（71-55-6）、トリクロロエチレン（79-01-6）、ノルマループチ
Jレー 2. 3ーエポキシプロピルエーテル（2426-08-6）、パラージクロ
ルベンゼン（106-46-7）、パラ ニトロアニソール（100-17-4）、ノ4ラ
ーニトロクロルベンゼン（100-00-5）、ヒドラジン及びその塩並びに
巳ドラジンー水和物（302-01-2、7803-57-8ほか）、ピフェニル（92-52-4）、
2ーブテナール（123-73-9、4170-30-3及び 15798-64-8）、 1 ブロモ

3 クロロプロパン（109-70-6）、 1ーブロモブタン（109”65-9）並
びにメチルイソブチノレケトン（108-10-1} をいう。

（以下略）



斗単乏己L並びにメチJレイソブチ／レケトン (108-10-1) をいう。
（以下略）

3 対象物質へのぼく露を低減するための措置について
( 1）・（ 2) （略）．
( 3）エチルベンゼン、クロロホノレム、四塩化炭素、 1, 4ージオキ

サン、 1' 2ージクロロエタンイ 1' 2ージクロロプロパン、ジ
クロロメタン、ジメチル 2, 2 ジクロロピニルホスフェイト、
スチレン、 1' 1' 2' 2ーテトラクロロエタン、テトラクロロ
エチレン、トリクロロエチレン及びメチルイツブチルケトン（以
下「エチノレベンゼンほか 12物質」という。）又はエチノレベンゼン
足止i血豆のいずれかをその重量の 1パーセントを超えて含有
するもの（以下 fェチルベンゼン等｜という。）を製造し、又は
取り扱ラ業務のうち、特化員i第2条の2第 1号イに規定するクロ
ロホノレム等有機溶剤業務、同号ロに規軍きするエチノレベンゼン塗装
差童、同号ハに規定する 1' 2ージクロロプロパン洗浄・払拭業
務及びジメチルー 2, 2ージクロロピニノレホスフェイト又はこれ
をその重量の 1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成
形し、加工し、又は包装する業務のいずれにも該当しない業務（以
下「クロロホノレム等特化則適用除外業務」という。）については、
労働者のエチルベンゼンほか 12物質へのばく露の低減を図るた
め、次の措置を講ずること。

ア 事業場におけるエチルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻
度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、定険性又は
有害性等の調査等を実施し、その結果に基づいて、次lこ掲げる作
業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を
講ずること。
（ア）（賂）
（イ）作業管理

①（賂）
② 労働者がエチルベンゼンほか 12物質にぼく露しないよう
な作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択

③（略）
④ エチルベンゼンほか 12物質にばく露される時間の短縮

3 対象物質へのばく露を低減するための措置について
( 1）・（ 2) （略）
( 3）クロロホJレム、四塩化炭素、 1, 4 ジオキサン、 1' 2 ジ

クロロエタン、 1' 2ージクロロプロパン、ジクロロメタン、ジ
メチJレー 2, 2ージクロロピニルホスフェイト、スチレン、 l,
1, 2, 2 テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリ
クロロエチレン及びメチルイソブチルケトン（以下『乙丘三五と
ムほか 11物質」という。）又はクロロホルムほか 11物質のいず
れかをその重量の 1パーセントを超えて含有するもの（以下」乙
ロロホノレム等！という。）を製造し、又は取り扱う業務のうち、
特化則第2条の 2第1号イに規定するクロロホルム等有機溶剤業
務、同号ハに規定する 1' 2ージクロロプロパン洗浄・払拭業務
及びジメチル－ 2, 2ージクロロピニルホスフェイト又はこれを
その重量の 1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成形
し、加工し、又は包装する業務のいずれにも該当しない業務（以
下『クロロホルム等特化則適用除外業務Jという。）については、
労働者のクロロホノレぶほか11物質へのばく露の低減を図るため、
次の措置を講ずること。

ア 事業場におけるクロロホルム等の製造量、取扱量、作業の頻度、
作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、危険性又は有害
性等の調査等を実施し、その結果に基づいて、次に掲げる作業環
境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ず
ること。

（ア）（略）
（イ）作業管理

①（略）
② 労働者がクロロホルムほか 11物質にぱく露しないような
作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択

③（略）
④ クロロホルムほか 11物質にばく露される時間の短縮
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イ 上記アによりばく露を低減するための装置等の設置等を行った
場合、次により当該装置等の管理を行うこと。
（ア）・（イ）（略）
（ウ）エチノレベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を

含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。
ウ・エ （路）

( 4）対象物質等（エチルベンゼン等を除く。（ 4）及び4 (3）に
おいて同じ。）を製造し、又は取り扱う業務（N, Nージメチノレ
ホルムアミド等有機溶剤業務及びパラーニトロクロルベンゼン製
造・取扱い業務を除く。（ 4）及び4において同じ。）については、
労働者の対象物質（エチルベンゼンほか 12物質を除く。（ 4）及
び4 ( 3）において同じ。）へのばく露の低減を図るため、次の
措置を講ずること。

ア～エ（略）

4 作業環境測定について
( 1 ) （略）
( 2）クロロホルム等特化則適用除外業務については、次の措置を講

ずること。
ア 屋内作業場について、エチノレベンゼンほか 12物質の空気中に
おける濃度を定期的に測定すること。なお、測定は作業環境測定
士が実施することが望ましい。また、測定は6月以内ごとに1回
実施するよう努めること。

イ・ウ （略）
( 3）対象物質等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置

を講ずること。
ア 屋内作業場について、対象物質（メタクリル酸2. 3 エポキ

シプロピル争除＜ ＂）の空気中における濃度を定期的に測定する
こと。なお、測定は作業環境測定士が実施することが望ましい。
また、測定は 6月以内ごとに 1回実施するよう努めること。

イ 作業環境測定（ 2 アミノ 4 クロロフェノール、アントラ
セン、キノリン及びその塩、 1, 4ージクロロー 2ーニトロベン
ゼン、多層カーボンナノチュープ（がんその他の重度の健康障害
を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局
長が定める恥のに限る。）、 1ーブロモブタン並びにメタクリル

イ 上記アによりばく露を低減するための装置等の設置等を行った
場合、次により当該装置等の管理を行うこと。
（ア）・（イ）（略）
（ウ）クロロホルム等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含

有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。
ウ・エ （略）

(4）対象物質等（クロロホルム等を除くー（ 4）及び4 (3）にお
いて同じ。）を製造し、又は取り扱う業務（N, Nージメチルホ
ルムアミド等有機溶剤業務及びパラ ニトロクロノレベンゼン製造
・取扱い業務を除く。（ 4）及び4において同じ。）については、
労働者の対象物質（クロロホルムほか 11物質を除く。（ 4）及び
4 (3）において同じ。）へのばく露の低減を図るため、次の措
置を講ずること。

ア～エ（略）

4 作業環境測定について
( 1 ) （略）
( 2）クロロホルム等特化則適用除外業務については、次の措置を講

ずること。
ア 屋内作業場にグコいて、クロロホノレムほか 11物質の空気中に

おける濃度を定期的に測定すること。なお、測定は作業環境測
定士が実施することが望ましい。また、測定は6月以内ごとに
1回実施するよう努めること。

イ.?. （略）
( 3）対象物質等を製造L、又は取り扱う業務については、次の措置

を講ずること。
ア 屋内作業場について、対象物質の空気中における濃度を定期的

に測定すること。なお、測定は作業環境測定士が実施することが
望ましい。また、測定は6月以内ごとに 1回実施するよう努める
こと。

イ 作業環境測定（ 2ーアミノ－ 4ークロロプェノール、アントラ
セン、ーキメリン及びその塩、 1, 4 ジクロロー 2 ニトロイミン
ゼン並びに 1ーブロモブタン又はこれらをその重量の 1パーセン

トを超えて含有するもの（以下「2 アミ／ 4 クロロフェノ
ーノレ等」という。）を製造し、又は取り扱う業務に係る作業環境
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酸 2. 3ーエポキシプロピル又はこれらをその重量の 1パーセン
トを超えて含有するもの（以下「2 アミノ－ 4ークロロフェノ
ール等Jという。）を製造し、又は取り扱う業務に係る作業環境
測定を除く。）を行ったときは、 t当該測定結果の評価を行い、そ
の結果に基づき施設、設備、作業工程及び作業方法等の点検を行
うこと。（以下略）

ウ（略）

5 労働衛生教育について
( 1 ）対象物質等を製造し、又は取り扱う業務（特化則第2条の 2第

1号イに規定するクロロホルム等有機溶剤業務、同号ロに規定す
るエチルベンゼン塗装業務、同号ハに規定する 1, 2ージクロロ
プロパン洗浄・払拭業務及びジメチルー 2, 2－ジクロロピニノレ
ホスフェイト又はこれをその重量の 1パーセントを超えて含有す
る製剤その他の物を成形し、加工し、又は包装する業務を除く。
6において同じ。）に従事している労働者に対しては速やかに、
また、当該業務に従事させることとなった労働者に対しては従事1
させる前に、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

ア～キ（略）
( 2) （略）

6・7 （略）

測定を除く。）を行ったときは、当該担tl定結果の評価を行い、そ
の結果に基づき施設、設備、作業工程及び作業方法等の点検を行
うこと。（以下略）

ウ（略）

5 労働衛生教育について
( 1）対象物質等を製造し、又は取り扱う業務（特化則第2条の 2第

1号イに規定するクロロホノレム等有機溶剤業務、問号ハに規定す
るし 2ージクロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチル－ 2,
Zージクロロピニノレホスフェイト又はこれをその重量の 1パーセ
ントを超えて含有する製剤その他の物を成形し、加工し、又は包
装する業務を除く。 6において同じ。）に従事している労働者に
対しては速やかに、また、当該業務に従事させることとなった労
働者に対しては従事させる前に、次の事項について労働衛生教育
を行うこと。

ア～キ（略）
( 2) （略）

6・7 （略）
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別添3

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質

による健康障害を防止するための指針

平成24年 10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第’23号

改正平成25年 10月 1日付け健康障害を防止するための指針公示第24号

改正平成26年 10月31日付け健康障害を防止するための指針公示第 25号

改正平成28年3月31日付け健康障害を防止するための指針公示第 26号

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣

が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。

1 趣旨

この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学

物質（以下「対象物質Jという。）又は対象物質を含有する物（対象物質の含有量が重量

の1パーセント以下のものを除く。以下「対象物質等Jという。）を製造し、又は取り扱

う業務に関し、対象物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱

い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めたものである。

2 対象物質（（：AS登録番号）

この指針において、対象物質（CAS登録番号）は、 2 アミノ 4ークロロフェノー

ル（95-852）、アントラセン（120-12-7）、エチノレベンゼン（100-41-4）、 2, 3ーエポキ

シー 1ープロパノール（556-52-5）、塩化アリル (107-051）、オルトーフェニレンジア

ミン及びその塩（95-54-5ほか）、キノリン及びその塩（91-22-5ほか）、 lでクロロー 2

ーニトロベンゼン（88ー73-3）、クロロホノレム（67-66-3）、酢酸ピニノレ（108-05-4）、四塩

化炭素（56-23-5）、 1, 4ージオキサン (123-91-1）、 1, 2ージクロロエタン (jjlj名二

塩化エチレン） ( 107-06-2）、 l, 4ージクロロ 2 ニトロベンゼン（89-61-2）、 2,

4ージクロロー 1ーニトロベンゼン（611-06-3）、 1,2ージクロロプロパン（78-87-5）、

ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） (75-09 2）、 N, Nージメチルアセトアミド

(127-19-5）、ジメチルー 2,2ージクロロヒ守ニノレホスブェイト（別名DD V P) (62-73-7）、

N, Nージメチルホルムアミド（68ー12-2）、スチレン（100-42-5）、 4 ターシャリーブ

チルカテコール（98-29-3）、多層カ｝ボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を

労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）、

l, l, 2, 2ーテトラクロロエタン ()jlj名四塩化アセチレン） (79-34-5）、テトラクロ

ロエチレン（別名パータロノレエチレン） (127-18-4）、 1' 1' 1ートリクロルエタン

(71-55-6）、トリクロロエチレン（7901 6）、ノルマループチルー 2, 3ーエポキシプ

ロピノレエーテル（2426-08-6）、パラージクロルベンゼン (106-46山 7）、パラーニトロアニ
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ソール（100-17-4）、パラーニトロクロノレベンゼン（100-00-5）、ヒドラジン及びその塩

並びにヒドラジンー水和物（302-01-2、1so357-8ほか）、ピフェニル（92-524）、 2ー

ブテナール (123-73-9、4170-30-3及び 1579864:-8）、 1－ブロモー3ークロロプロパン

(109-70-6）、 1ーブロモブタン（109-65-9）、メタクリノレ酸2, 3ーエポキシプロピル

(106-91-2）並びにメチルイソブチルケトン（108-101）をいう。

なお、CAS登録番号とは、米国化学会の一部円である CAS(Chemical Abstracts Service) 

が運営・管理する化学物質登録システムから付与される固有の数値識別番号をいい、オ

ルトーフェニレンジアミン及びその塩、キノリン及びその塩並びにヒドラジン及びその

塩並びにヒドラジンー水和物については、その代表的なもののみを例示している。

3 対象物質へのぼく露を低減するための措置について

(1) N, Nージメチルホルムアミド及び1' 1 ' 1ートリクロルエタン（以下「N, N 

ージメチノレホノレムアミドほか1物質」としづ。）又はこれらのいずれかをその重量の1

ノ『一セントを超えて含有するもののうち、有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働省令

第 36号。以下「有機則」という。）第1条第1項第1号に規定する有機溶剤lの含有量

がその重量の5パーセントを超えるもの（以下「N, Nージメチルホルムアミド等」

という。）を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則第1条第1項第6号に規定する

有機溶剤業務（以下「N, Nージメチルホルムアミド等有機溶剤l業務Jという。）につ

いては、労働者のN, Nージメチルホルムアミドほかl物質へのばく露の低減を図る

ため、設備の密閉化、局所排気装置の設置等既に有機則において定める措置のほか、

次の措置を講ずること。

ア 事業場におけるN, Nージメチルホルムアミド等の製造量、取扱量、作業の頻度、

作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、

作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

（ア）作業環境管理

①使用条件等の変更

②作業工程の改善

（イ）作業管理

① 労働者がN, N ジメチルホノレムアミドほか1物質にばく露しないような作

業位置、作業姿勢又は作業方法の選択

② 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

③ N, Nージメチルホルムアミドほか1物質にばく自書される時間の短縮

イ N, Nージメチルホルムアミド等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有

する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

ワ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効か

っ清潔に保持すること。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空
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気の取り入れが可能となるよう吸気口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を

吸入しないように措置すること。

エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。

（ア）設備、装置等の操作、調整及び点検

（イ）異常な事態が発生した場合における応急の措置

（ウ）保護兵の使用

( 2）パラーニトロクロルベンゼン又はパラーニトロクロルベンゼンをその重量の 5パー

セントを超えて含有するもの（以下「パラーニトロクロルベンゼン等」という。）を製

造し、又は取り扱う業務（以下「パラーニトロクロノレベンゼン製造・取扱い業務」とい

う。）については、労働者のパラーニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、

設備の密閉化、局所排気装置の設置等既に特定化学物質障害予防規則！（昭和 47年労働

省令第 39号。以下「特化則Jという。）において定める措置のほか、次の措置を講ず

ること。

ア 事業場におけるパラーニトロクロルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、

作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措

置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

（ア）作業環境管理

①使用条件等の変更

②作業工程の改善

（イ）作業管理

① 労働者がパラーニトロクロルベンゼンにばく露しないような作業位置、作業

姿勢又は作業方法の選択

②呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

③パラーニトロクロルベンゼンにばく露される時間の短縮

イ パラーニトロクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有す

る排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

ウ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効か

っ清潔に保持すること。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空

気の取り入れが可能となるよう吸気口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を

吸入しないように措置すること。

エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。

（ア）設備、装置等の操作、調整及び点検

（イ）異常な事態が発生した場合における応急の措置

（ワ）保護具の使用

( 3）エチノレベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、 1, 4ージオキサン、 l, 2ージク

ロロエタン、 1, 2ージクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチノレー 2, 2ージク
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ロロピ、ニノレホスフェイト、スチレン、 l, 1, 2, 2ーテトラクロロエタン、テトラ

クロロエチレン、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトン（以下「エチルベ

ンゼンほか 12物質」とし、う。）又はエチルベンゼンほか 12物質のいずれかをその重量

の1パーセントを超えて含有するもの（以下「エチノレベンゼ、ン等」としづ。）を製造し、

又は取り扱う業務のうち、特化則第2条の2第1号イに規定するクロロホルム等有機

溶剤l業務、問号ロに規定するエチルパンゼン塗装業務、同号ハに規定する 1, 2ージ

クロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチノレー 2, 2ージクロロピニルホスフェイト

又はこれをその重量の 1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を成形し、加工

し、文は包装する業務のいずれにも該当しない業務（以下「クロロホルム等特化員lj適

用除外業務j という。）については、労働者のエチノレベンゼンほか 12物質へのばく露

の低減を図るため、次の措置を講ずること。

ア 事業場におけるエチルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作

業の態様等を勘案し、必要に応じ、危険性又は有害性等の調査等を実施し、その結

果に基づいて、、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必

要な措置を講ずること。

（ア）作業環境管理

①使用条件等の変更

②作業工程の改善

③設備の密閉化

④局所排気装置等の設置

（イ）作業管理

① 作業を指揮する者の選任

② 労働者がエチルベンゼンほか 12物質にばく露しないような作業位置、作業姿

勢又は作業方法の選択

③ 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

④エチルベンゼンほか 12物質にばく露される時間の短縮

イ 上記アによりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当

該装置等の管理を行うこと。

（ア）局所排気装置等については、作業が行われている問、適正に稼働させること。

（イ）局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。

（ウ）エチノレベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排

液等による事業場の汚染の防止を図ること。

ウ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効か

っ清潔に保持すること。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空

気の取り入れが可能となるよう吸気口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を

吸入しないように措置すること。
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エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。

（ア）設備、装置等の操作、調整及び点検

（イ）異常な事態が発生した場合における応急の措置

（ワ）保護具の使用

(4）対象物質等（エチノレベンゼン等を除く。（4）及び4 ( 3）において同じ。）を製造

し、又は取り扱う業務（N, Nージメチルホルムアミド等有機溶剤業務及びパラ ニ

トロクロノレベンゼ、ン製造・取扱い業務を除く。（4）及び4において同じ。）については、

労働者の対象物質（エチルベンゼンほか 12物質を除く。（4）.及び4 ( 3）において

同じ。）へのぼく露の低減を図るため、次の措置を講ずること。

ア 事業場における対象物質等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態

様等を勘案し、必要に応じ、危険性又は有害性等の調査等を実施し、その結果に基

づいて、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措

置を講ずること。

（ア）作業環境管理

①使用条件等の変更

②作業工程の改善

③ 設備の密閉化

④局所排気装置等の設置

（イ）作業管理

① 作業を指揮する者の選任

② 労働者が対象物質にぱく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の

選択

③ 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

④対象物質にぼく露される時間の短縮

イ 上記アによりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当

該装置等の管理を行うこと。

（ア）局所排気装置等については、作業が行われている問、適正に稼働させること。

（イ）局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。

（ウ）対象物質等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等に

よる事業場の汚染の防止を図ること。

ウ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効か

っ清潔に保持すること。また、労働者に送気マスクを使用させたときは、清浄な空

気の取り入れが可能となるよう吸気口の位置を選定し、当該労働者が有害な空気を

吸入しないように措置すること。

エ 次の事項に係る基準を定め、これに基づき作業させること。

（ア）設備、装置等の操作、調整及び点検
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（イ）異常な事態が発生した場合における応急の措置

（ウ）保護具の使用

4 作業環境測定について

( 1) N, Nージメチルホルムアミド等有機溶剤業務については有機則に定めるところに

より、パラーニトロクロルベンゼン製造・取扱い業務については特化則に定めるところ

により、作業環境測定及び測定の結果の評価を行うこととするほか、作業環境測定の

結果及び結果の評価の記録を 30年間保存するよう努めること。

( 2）クロロホルム等特化則適用除外業務については、次の措置を講ずること。

ア 屋内作業場について、エチノレベンゼンほか 12物質の空気中における濃度を定期的

に測定すること。なお、測定は作業環境測定士が実施することが望ましい。また、測

定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

イ 作業環境測定を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施

設、設備、作業工程及び作業方法等の点検を行うこと。これらの点検結果に基づき、

必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改

善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予

防するため必要な措置を講ずること。

ウ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を 30年間保存するよう努めること。

( 3）対象物質等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

ア 屋内作業場について、対象物質（メタクリル酸2,3ーエポキシプロヒワレを除く。）

勺の空気中における濃度を定期的に測定すること。なお、測定は作業環境測定士が実

施することが望ましい。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

イ 作業環境測定（ 2ーアミノー4ークロロフェノール、アントラセン、キノリン及

びその塩、 1, 4ージクロロ 2 ニトロベンゼン、多層カーボンナノチューブ（が

んその他の震度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省「労

働基準局長が定めるものに限る。）、 1ーブロモブタン並びにメタクリル酸2, 3-

エポキシプロピノレ又はこれらをその重量の 1パーセントを超えて含有するもの（以

下「2ーアミノ－ 4ークロロフェノール等」という。）を製造し、又は取り扱う業務

に係る作業環境調lj定を除く。）を行ったときは、当該視lj定結果の評価を行い、その結

果に基づき施設、設備、作業工程及び作業方法等の点検を行うこと。これらの点検

結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善

その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労

働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

ウ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録（ 2 アミノ－ 4ークロロフェノール

等を製造し、又は取り扱う業務については、作業環境測定の結果の記録に限る。）を

30年間保存するよう努めること。
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5 労働衛生教育について

( 1)対象物質等を製造し、又は取り扱う業務（特化貝lj第2条の2第1号イに規定するク

ロロホノレム等有機溶剤業務、同号ロに規定するエチノレベンゼシ塗装業務、同号ハに規

定する 1' 2ージクロロプロパン洗浄・払拭業務及びジメチル－ 2, 2 ジクロロビ

ニノレホスフェイト又はこれをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の

物を成形し、加工し、又は包装する業務を除く。 6において同じ。）に従事している労

働者に対しては速やかに、また、当該業務に従事させることとなった労働者に対して

は従事させる前に、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

ア 対象物質の性状及び有害性

イ 対象物質等を使用する業務

ワ 対象物質による健康障害、その予防方法及び応急措置

エ 局所排気装置その他の対象物質へのばく震を低減するための設備及びそれらの保

守、点検の方法

オ作業環境の状態の把握

カ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理

キ関係法令

( 2）上記の事項に係る労働衛生教育の時間は総じて 4.5時間以上とすること。

6 労働者の把握について

対象物質等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者はついて、 1月を超え

ない期間ごとに次の事項を記録すること。

( 1)労働者の氏名

( 2）従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間

( 3）対象物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措

置の概要

なお、上記の事項の記録は、当該記録を行った日から 30年間保存するよう努めること。

7 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について

( 1）対象物質等のうち、労働安全衛生法第 57条及び第 57条の2の規定の対象となるも

の（以下「表示・通知対象物Jという。）を譲渡し、又は提供する場合は、これらの規

定に基づき、容器又は包装に名称等の表示を行うとともに、相手方に安全データシー

ト（以下「sos」という。）の交付等により名称等を通知すること。また、 .sosの交付等

により表示・通知対象物の名称、等を通知された場合は、同法第 101条第2項の規定に

基づき、通知された事項を作業場に掲示する等により労働者に周知すること。さらに、

労働者（表示・通知対象物を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。）に表示・
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通知対象物を取り扱わせる場合は、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知

等の促進に関する指針（平成24年厚生労働省告示第 133号。以下「表示・通知促進指

針」という。）第4条第1項の規定に基づき、容器又は包装に名称、等の表示を行うこと。

このほか、労働者（表示・通知対象物を製造し、又は輸入する事業者の労働者をいう。

以下（ 1 ）において同じ。）に表示・通知対象物を取り扱わせる場合は、表示・通知促

進指針第4条第5項及び第5条第1項の規定に基づき、 sosを作成するとともに、その

記載事項を作業場に掲示する等により労働者に周知すること。

( 2）対象物質等のうち、労働安全衛生法第 57条の2の規定の対象となるもの（同法第57

条の規定の対象となるものを除く。以下「通知対象物」としづ。）を譲渡し、又は提供

する場合は、同法第 57条の2の規定に基づき、相手方にsosの交付等により名称等を

通知すること。また、 sosの交付等により通知対象物の名称等を通知された場合は、同

法第 101条第2項の規定に基づき、通知された事項を作業場に掲示する等により労働

者に周知すること。さらに、通知対象物を譲渡し、若しくは提供する場合又は労働者

（通知対象物を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。）に通知対象物を取り扱

わせる場合は、労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）第 24条の 14の規定

又は表示・通知促進指針策4条第1項の規定に基づき、容器又は包装に名称等の表示

を行うこと。このほか、労働者（通知対象物を製造し、又は輸入する事業者の労働者

をいう。以下（ 2）において同じ。）に通知対象物を取り扱わせる場合は、表示・通知

促進指針第4条第5項及び第5条第1項の規定に基づき、 sosを作成するとともに、そ

の記載事項を作業場に掲示する等により労働者に周知すること。

(3）対象物質等のうち、上記（ 1 ）及び（ 2）以外のもの（以下「表示・通知努力義務

対象物」という。）を譲渡し、又は提供する場合は、労働安全衛生規則第 24条の 14及

び第 24条の 15並びに表示・通知促進指針第2条第1項及び第3条第1項の規定に基

づき、容器又は包装に名称、等の表示を行うとともに、相手方に sosの交付等により名

称等を通知すること。また、労働者（表示・通知努力義務対象物を製造し、又は取り

扱う事業者の労働者を含む。以下同じ。）に表示・通知努力義務対象物を取り扱わせる

場合は、表示・通知促進指針第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、容器又

は包装に名称等を表示するとともに、譲渡提供者から通知された事項（表示・通知努

力義務対象物を製造し、又は輸入する事業者にあっては、表示・通知促進指針第4条

第5項の規定に基づき作成した sosの記載事項）を作業場に掲示する等により労働者

に周知すること。
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